
なお、各耐震改修事業
着手後の補助金申請は
できませんのでご注意
ください。

不燃・大型ごみ
を出す日

◇資源ごみ

　 ４日（第１火曜日）

◇小型プラスチックごみ

　11日（第２火曜日）

◇燃えないごみ

　18日（第３火曜日）

◇燃える大型ごみ

　25日（第４火曜日）

☆ごみの分別で分からないことがあ

　る場合は、環境衛生課までお問い

　合わせください。

　
都
市
建
設
課
で
は
、
地
震
発
生

時
に
お
け
る
住
宅
の
倒
壊
等
に
よ

る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の

耐
震
改
修
事
業
に
対
す
る
補
助
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断

■
非
木
造
住
宅
耐
震
診
断

対
　
住
宅
所
有
者

　
（
登
記
人
ま
た
は
納
税
義
務
者
）

対
象
と
な
る
住
宅
　

　
次
の
条
件
を
満
た
す
住
宅

　
・
地
上
階
数
が
２
階
以
下
の
住
宅

　
・
延
床
面
積
が
２
０
０
㎡
以
下
の

　
　
住
宅

　
・
木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断
に

　
　
つ
い
て
は
、
平
成
12
年
５
月

　
　
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
在

　
　
来
軸
組
工
法
の
住
宅

　
・
非
木
造
住
宅
耐
震
診
断
に
つ

　
　
い
て
は
、
昭
和
56
年
５
月
31

　
　
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
非
木

　
　
造
住
宅

募
集
戸
数
　

・
木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断
に
つ

　
い
て
は
、
先
着
30
戸

・
非
木
造
住
宅
耐
震
診
断
に
つ
い

　
て
は
、
先
着
１
戸

※

申
し
込
み
は
１
人
１
戸

■
耐
震
補
強
設
計
及
び
耐
震
改
修

　
工
事

対
　
住
宅
所
有
者

　
（
登
記
人
ま
た
は
納
税
義
務
者
）

募
集
戸
数
　
先
着
10
戸

※
申
し
込
み
は
１
人
１
戸

※
耐
震
改
修
工
事
の
場
合
は
、
工

　
事
施
工
業
者
が
補
助
金
を
受
け

　
取
る
代
理
受
領
制
度
の
利
用
が

　
可
能
で
す
。

■
耐
震
ベ
ッ
ド
・
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー

　
設
置
工
事

対
　
住
宅
の
所
有
者

　
（
登
記
人
ま
た
は
納
税
義
務
者
）

募
集
件
数
　
１
件

※

申
し
込
み
は
１
人
１
件

そ
の
他

　
補
助
金
額
等
、
詳
し
く
は
都
市
建

設
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
都
市
建
設
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
２

　
広
報
ご
ぼ
う
４
月
号
に
掲
載
し

各
自
治
会
を
通
し
て
多
く
の
市
民

の
方
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た

緑
の
募
金
活
動
に
つ
い
て
53
万
５

９
４
０
円
の
募
金
が
集
ま
り
ま
し

た
。本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
募
金

に
つ
い
て
は
、
公
益
財
団
法
人
和

歌
山
県
緑
化
推
進
会
を
通
し
て
森

補
助
金
額
　
工
事
金
額
の
４
/
５

　※

上
限
額
80
万
円

定
　
先
着
42
人

　※

申
し
込
み
は
１
人
１
戸

申
・
問
　
都
市
建
設
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
２

　
看
板
な
ど
の
屋
外
広
告
物
は
、

無
秩
序
に
設
置
さ
れ
て
し
ま
う
と
街

の
景
観
を
損
ね
、
風
雨
に
よ
り
劣
化

す
る
と
、
落
下
や
倒
壊
と
い
っ
た
事

故
に
繋
が
り
ま
す
。
和
歌
山
県
で
は

屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
り
、
景
観
保

全
と
事
故
防
止
の
た
め
に
屋
外
広
告

物
の
設
置
許
可
、
管
理
を
義
務
付
け

て
い
ま
す
。条
例
に
沿
っ
た
適
正
な

設
置
、
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

許
可
申
請
等
、
詳
し
く
は
都
市
建

　
設
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
都
市
建
設
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
２

林
整
備
や
緑
化
の
推
進
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
　
農
林
水
産
課 

農
林
水
産
係

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
０

　
御
坊
市
内
に
お
い
て
老
朽
化
し

周
辺
に
危
害
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
空
き
家
を
対
象
に
除
却
費
用

の
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

対・
１
年
以
上
空
き
家
と
な
っ
て
お

　
り
、
不
良
度
の
高
い
住
宅

・
所
有
者
若
し
く
は
固
定
資
産
税

　
家
屋
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る

　
者
（
法
人
は
除
く
）
又
は
そ
の

　
法
定
相
続
人

・
市
内
の
建
設
業
者
又
は
解
体
工

　
事
業
者
が
請
け
負
う
工
事

※

こ
の
ほ
か
に
も
補
助
要
件
が
あ

　
り
ま
す
の
で
詳
し
く
は
都
市
建

　
設
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

広報ごぼう 令和２年８月号 問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り　　15９

環境衛生課
☎０７３８-２３-５５０６

　ダンボール、雑誌、新聞紙につい

ては燃えるごみとして出すのではな

く、各町内会や地域の小中学校で実

施している古紙回収をご利用くださ

い。

　古紙回収に出すことによって、ト

イレットペーパーや新しいダンボー

ル、再生紙等に生まれ変わります。

　美しいまちごぼうの為に皆様のご

協力よろしくお願いします。

古紙回収の利用
について

◇平日

　８：30～16：20

・当日｢許可証｣発行

・許可証発行受付は１６時まで

◇休日【８月23日（日）】

　８：30～11：30

・１週間前から「許可証」発行

※許可証は市役所で発行します。

御坊広域清掃センター
「直接持込」

　

ステーションステーション
住
宅
耐
震
改
修
事
業
補
助
金

　
　
　
　
　
申
請
受
付
中
！

緑
の
募
金
活
動
の
お
礼

老
朽
危
険
空
き
家
除
却
事
業

９
月
１
日
〜
10
日
は

　
屋
外
広
告
物
適
正
化
週
間


